
徳島 県浄化槽事務取扱要領
(傍線の部分は改正部分）

（目 的）

第１条 この要領は、徳島県浄化槽取扱要綱第６条の規定に基づき、浄化槽に関する事務の手続について必

要な事項を定めるものとする。

（設置手続）

第２条 浄化槽法（昭和５８年法律第４３号。以下「法」という。）第５条第１項本文の規定に該当する場

合においては、様式１又は様式２による届出書を徳島県総合県民局長又は東部保健福祉局長（以下「総合

県民局長等」という。）及び総合県民局長等を経由して特定行政庁に提出しなければならない。ただし、

届出指導により設置後に届出を行う場合においては、様式１－２による届出書を提出するものとする。

２ 法第５条第１項ただし書の規定に該当する場合においては、次に定めるところによる。

(1) 建築主は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項の規定に基づく確認の申請（以下
「確認申請」という。）又は同法第１８条第２項の規定に基づく計画を通知（以下「計画通知」という。）

するに際し、様式３による計画書を総合県民局長等及び総合県民局長等を経由して建築主事に提出する

ものとする。

(2) 前号において計画書を提出した者は、当該確認申請又は計画通知が受理された後において、浄化槽の
構造若しくは規模の変更をしようとする場合は、当該浄化槽工事に着手する日の２１日（法第１３条の

規定による国土交通大臣の認定を受けた浄化槽にあっては１０日）前までに様式４による変更計画書を

前号に準じて提出するものとする。

(3) 総合県民局長等は、前２号の規定に基づく計画を受理したときは、その内容について生活環境の保全
及び公衆衛生上の見地から審査し、意見があるときは、その旨を建築主事に通知するものとする。

３ 前項の規定は、建築主が浄化槽によらない方法で確認等を受け、当該工事期間内に浄化槽を設置するこ

ととなった場合において準用する。

４ 前３項の規定に基づく届出書又は計画書を提出する場合においては、次に定めるところによる。

(1) 届出書又は計画書の提出に併せて、様式１８－１又は様式１８－２による浄化槽維持管理標準契約書
(以下「標準契約書」という。)の写しを総合県民局長等に提出するとともに、公益社団法人徳島県環境

技術センター(以下「環境技術センター」という。)会長に法第７条検査及び法第１１条検査(初回分)に

係る検査料を事前に納付するものとする。ただし、標準契約書によらない場合は、様式２１又は様式２

２による誓約書を総合県民局長等に提出するとともに、法第７条及び第１１条に基づく水質検査に関す

る契約書を環境技術センター会長に提出し、本号本文で規定する検査料を事前に納付するものとする。

(2) 届出書又は計画書等を提出しようとする者で、別に定める「一戸建て住宅に設置する屎尿浄化槽の処
理対象人員算定基準のただし書に係る取扱い（緩和措置）について」に基づき算定人員を減じる場合は､

別紙１による一戸建て住宅に設置する屎尿浄化槽の処理対象人員算定における緩和措置の適用願いを総

合県民局長等及び総合県民局長等を経由して特定行政庁に提出するものとする。

５ 届出書又は計画書を提出しようとする者は、公共用水域の水質保全のため浄化槽の機能を正常に維持す

ることを目的として、基礎的な知識を習得するために県又は指定検査機関が行う講習会を受けるものとす

る。

（受理の通知）

第３条 総合県民局長等は、前条の規定に基づく届出書又は計画書を受理したときは様式５による受理通知

書を交付するものとする。



（構造・規模以外の変更）

第４条 第２条の規定に基づき届出等を行った者は、浄化槽工事が完了するまでの間において、当該届出等

に係る事項のうち、構造若しくは規模以外の事項に変更等が生じた場合においては、様式６による変更

（訂正）届出書を総合県民局長等及び総合県民局長等を経由して建築主事に提出するものとする。

２ 浄化槽工事が完了した後において、前項の規定に該当する変更等が生じた場合は、浄化槽管理者が届け

出るものとする。

３ 前２項の場合における届出書には、必要に応じ変更事実を証する書面を添付するものとし、併せて第１

項の規定に該当する変更等に伴う委託変更契約書の写し又は誓約書を提出するものとする。

（施工の確認）

第５条 浄化槽工事業者は、浄化槽工事が完了したときは、様式７により当該浄化槽設置者に通知するとと

もに、当該工事が完了した日から７日以内に、様式８による報告書を総合県民局長等（第２条第２項第１

号及び第２号による場合を除く。）に提出するものとする。

２ 浄化槽工事業者は、徳島県浄化槽構造審査事務取扱要領により審査を受けた浄化槽の工事が完了したと

きは、当該工事が完了した日から４日以内に、様式９による施工状況報告書を特定行政庁に提出するもの

とする。

（休止届、再開届、廃止届）

第６条 法第１１条の２の規定による休止の届出は様式１０－１による届出書を、再開の届出は様式１０－

２による届出書を、法第１１条の３の規定による廃止の届出は様式１０－３による届出書を、浄化槽設置

届出等の取り下げをしようとする者は、様式１０－４による届出書を総合県民局長等に提出しなければな

らない。

（様式の指定）

第７条 法第１０条の２各項に規定する報告書の様式は、次のとおりとする。

イ 浄化槽使用開始報告書・・・・・・・・様式１１

ロ 技術管理者変更報告書・・・・・・・・様式１２

ハ 浄化槽管理者変更報告書・・・・・・・様式１３

２ 環境省関係浄化槽法施行規則（昭和５９年厚生省令第１７号）第５条第２項に規定する記録票の様式は、

次のとおりとする。ただし、県が認める場合は、他の様式によることができる。

イ 保守点検記録票(合併)・・・・・・・・様式１９－１

ロ 保守点検記録票(単独)・・・・・・・・様式１９－２

ハ 清掃記録票(合併)・・・・・・・・・・様式２０－１

ニ 清掃記録票(単独)・・・・・・・・・・様式２０－２

（浄化槽台帳の作成）

第８条 県及び環境技術センターは、「浄化槽台帳システムの共同利用に関する協定書」に基づき、台帳シ

ステムを作成するものとする。

２ 県は、浄化槽の設置及び維持管理に関する情報を収集し、環境技術センターは、この情報に自ら収集し

た情報を加え，遅滞なく台帳システムの情報を更新するものとする。

３ 県は、保守点検及び清掃の実施状況に関する情報について、浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者に

提供を求めるものとする。



（市町村長への通知）

第９条 県は、各年度末までに更新された浄化槽台帳情報について、翌年度の４月末までに関係市町村長に

送付するものとする。

（立入検査）

第１０条 総合県民局長等は、立入検査に基づき文書による指導を要すると認められる場合は、必要に応じ

て様式１５の検査指導通知により行うものとし、さらに勧告又は施設の改善を命ずる場合は、様式１６又

は様式１７により行うものとする

附 則
（施行期日）

１ この要領は、昭和６２年４月１日から施行する。
附 則

（施行期日）
１ この要領は、平成９年４月１日から施行する。

附 則
（施行期日）

１ この要領は、平成１２年４月１日から施行する。
附 則

（施行期日）
１ この要領は、平成１３年１月６日から施行する。

附 則
（施行期日）

１ この要領は、平成１５年４月１日から施行する。
附 則

（施行期日）
１ この要領は、平成１６年４月１日から施行する。

附 則
（施行期日）

１ この要領は、平成１７年４月１日から施行する。
附 則

（施行期日）
１ この要領は、平成１８年２月１日から施行する。

附 則
（施行期日）

１ この要領は、平成１９年３月１日から施行する。
附 則

（施行期日）
１ この要領は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則
（施行期日）

１ この要領は、平成２３年４月１日から施行する。
附 則

（施行期日）
１ この要領は、平成２３年７月１日から施行する。

附 則
（施行期日）

１ この要領は、平成２４年４月１日から施行する。ただし、第２条第４項に規定する標準契約書を提出で
きない場合は、平成２４年５月末までの間、別に定める「浄化槽維持管理標準契約書に関する誓約書」を
提出するものとする。

附 則
（施行期日）

１ この要領は、平成２６年４月１日から施行する。
附 則

（施行期日）
１ この要領は、平成２７年１１月２日から施行する。

附 則
（施行期日）

１ この要領は、平成２８年４月１日から施行する。
附 則

（施行期日）



１ この要領は、令和元年７月１６日から施行する。
附 則

（施行期日）
１ この要領は、令和２年４月１日から施行する。

附 則
（施行期日）

１ この要領は、令和３年４月１日から施行する。
附 則

（施行期日）
１ この要領は、令和４年４月１日から施行する。

附 則
（施行期日）

１ この要領は、令和６年１月１日から施行する。


